
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合わせ先】浜松市都市計画課地域計画グループ 
TEL：457－2371 FAX：457－2164  E-MAIL:toshikei@city.hamamatsu.shizuoka.jp

 

浜松市都市計画マスタープラン ニュース 
第１０号  平成２１年９月

第１１回策定検討会を開催しました。 

平成２１年７月１７日に浜松市役所において、「第 11 回 

浜松市都市計画マスタープラン策定検討会」を開催しました。 

当日は、以下の議題などについて各委員から活発な意見が 

出されました。 

《主な議題》 

・ 将来都市構造の修正と将来都市構造を実現するための
重点テーマ 

・ 都市計画マスタープランの実現に向けて 
・ 基本理念と将来の都市の姿の修正 
・ 分野別基本方針「その他都市施設」及び主な修正箇所に
ついて 

【第１１回策定検討会の様子】

第１１回策定検討会における主な意見 

 以下のような意見が出されました。 

（１）将来都市構造の修正と将来都市構造を実現するための重点テーマ 
■将来都市構造に関する意見 
・環境共生という言葉は浜松市の郊外地のようなゾーンを示す言葉としてはあまり適切でないと

思われるため、環境共生地域という名称について再検討したほうが良い 

■将来都市構造を実現するための重点テーマに関する意見 
・浜松市のコンパクトシティは北部の自然やみどりがあってこそ成立しているものなので、自然

を保全するという内容についてもう少し踏み込んで書く必要があるのではないか 

（２）都市計画マスタープランの実現に向けて 
■参加・協働によるまちづくりの展開に関する意見 
・参加･協働というだけで強制力がないと運用上あまり効果を期待できない。行政も市民主体のま

ちづくりに積極的に関われるような仕組みを整えていくということを「まちづくりを支える制

度・仕組みの活用」の中で反映する必要があるのではないか 

■都市計画マスタープランの管理・評価に関する意見 
・都市計画マスタープランに基づいた事業やまちづくりに個々の理解が得られるよう、「進行管

理」に示された「評価指標例」に、客観的な指標に加え、それを設定する考え方も記載する必

要があるのではないか 

（３）基本理念と将来の都市の姿の修正 
■都市計画の基本理念について 
・マスタープラン策定後、まちづくりや都市の具体的な空間のあり 

方について、どのような形で市民が意見を述べることができるの 

かを、「市民主体によるまちづくり」の記載の中で示していくこ 

とが必要ではないか 

（４）分野別基本方針「その他都市施設」及び主な修正箇所について 
■分野別基本方針（土地利用）に関する意見 
・将来都市構造に示した「土地利用の基本区分」と分野別基本方針における土地利用のゾーン区

分とは、各々異なる定義で区分しており、関係が明確でない。地域ごとや用途ごとにまとめる

方法が考えられるが、区別構想における土地利用区分とも一致していたほうがわかりやすい 

 



第１１回策定検討会における事務局の提案 

■「将来の都市の姿(案)」■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「将来都市構造(案)」■ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～次回策定検討会議について～ 
 浜松市都市計画マスタープラン策定検討会を傍聴希望の方は、会議当日、直接会場までお越し下さ

い。（受付先着１０名まで傍聴できます。定員になり次第、受付終了となりますのでご了承下さい） 

●第１２回浜松市都市計画マスタープラン策定検討会 

開催日：平成２１年１０月５日（月）PM３：００～ （受付：PM2:３0～PM３:０0） 

会 場：浜松市役所 本館４階 ４１、４２会議室 

議 題：浜松市都市計画マスタープラン（素案）のとりまとめ 

【都市計画マスタープランが目指す“将来の都市の姿”】 

多彩に輝き、持続的に発展する都市 
～みんなが幸せになれるまち・はままつ～ 

将来都市構造図(案) 

浜北駅周辺を中

心とした地区を、

都心を補完する

副都心として位置

づけました 

天竜二俣・西鹿

島地区を地域交

流拠点に位置づ

けました 

都市のみどりの

帯・観光資源活

用の帯・産業交

流拠点等も見直

しています 

今後、全国的に人口減少社会・少子超高齢化社会が本格的に到来する中、本市においても２０年後の平成４２年

には人口が８０８，０００人に減少し、高齢化率においても３０％を上回ることが予測されております。また、地球環境の

側面から見れば、CO2 による地球温暖化への対策が重要な課題となっており、世界的に低炭素型社会への変革が

求められています。 

このような社会情勢を踏まえれば、これからは、都市経営・社会コミュニティ・環境保全などの面から将来に渡って

持続可能となる都市を形成していくことが必要です。 

そのために、森林・天竜川・遠州灘・浜名湖などの恵まれた自然環境や「ものづくり都市」としての工業・農業をはじ

めとする多様な産業、さらには、多様な地域に息づく固有の文化・伝統を本市の貴重な財産として活用することで、

多彩に輝き、これらが有機的に連携することで持続的に発展する都市を目指していきます。 

 

そして、この“将来の都市の姿”を目標として、都市の基本である「人」の暮らしの確保、さらには、「人が活動するこ

と」によって生み出される都市活力を高めていくことによって、浜松にふさわしい「集約型都市構造」への実現へとつな

げていきます。 


